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UQ 通信サービス契約約款 

【現行】 【改正】 

（料金及び工事に関する費用） 

第 39 条 ＵＱ通信サービスの料金は、料金表第１表（ＵＱ通信サービスに関す

る料金）に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ＬＴＥオ

プション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関す

る料金、グローバルＩＰアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督

促手数料とします。 

２ （略） 

 

（プラスエリアモードオプション料等の支払義務） 

第 42 条の３ ＵＱ契約者は、プラスエリアモード又はハイスピードプラスエリ

アモードによる通信が行われた料金月について、それぞれ料金表第１表第６

（プラスエリアモードオプション料等）に規定するプラスエリアモードオプ

ション料又はＬＴＥオプション料の支払いを要します。 

２ プラスエリアモードオプション料及びＬＴＥオプション料については、日

割りは行いません。 

 

 

（料金の計算方法等） 

第 47 条 当社は、ＵＱ契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用

料、プラスエリアモードオプション料、ＬＴＥオプション料、ユニバーサルサ

ービス料、電話リレーサービス料及びグローバルＩＰアドレスオプション利

用料は、料金月に従って計算するものとします。 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（料金及び工事に関する費用） 

第 39 条 ＵＱ通信サービスの料金は、料金表第１表（ＵＱ通信サービスに関す

る料金）に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバー

サルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、グローバルＩ

Ｐアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。 

 

２ （略） 

 

（プラスエリアモードオプション料の支払義務） 

第 42 条の３ ＵＱ契約者は、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月

について、料金表第１表第６（プラスエリアモードオプション料）に規定する

プラスエリアモードオプション料の支払いを要します。 

 

２ プラスエリアモードオプション料については、日割りは行いません。 

 

 

 

（料金の計算方法等） 

第 47 条 当社は、ＵＱ契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用

料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレー

サービス料及びグローバルＩＰアドレスオプション利用料は、料金月に従っ

て計算するものとします。 

 （略） 
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料金表 

通則 

（基本使用料の料金種別の取扱い） 

１ 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表の右欄に定める基本使用料の料

金種別の総称をいいます。 

用語 基本使用料の料金種別 

（略） （略） 

２＋ギガ放題プ

ラン 

ギガ放題（２年自動更新あり） 

ギガ放題（２年自動更新なし） 

ギガ放題（期間条件なし） 

ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題（期間条件なし）ハート割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハート割 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

料金表 

通則 

（基本使用料の料金種別の取扱い） 

１ 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表の右欄に定める基本使用料の料

金種別の総称をいいます。 

用語 基本使用料の料金種別 

（略） （略） 

２＋ギガ放題プ

ラン 

ギガ放題（２年自動更新あり） 

ギガ放題（２年自動更新なし） 

ギガ放題（期間条件なし） 

ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題（期間条件なし）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新あ

り） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新な

し） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新あ

り）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新な

し）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（期間条件なし）ハ

ート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件なし）ＵＱ 

Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハート割 

（略） （略） 
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第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 40 条（基本使用料の支払義務）の規定

によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

(１) 基本使用

料の料金種別

の選択 

ア～イ （略） 

ウ アに規定するほか、基本使用料には、次の料金種別が

あります。 

ただし、ＵＱ契約者は、料金契約の申込みに際して、

この料金種別を選択することはできません。 

(ア) 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

(略) 

(イ) ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題（２年自動更新あり） 

ギガ放題（２年自動更新なし） 

ギガ放題（期間条件なし） 

ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題（期間条件なし）ハート割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 40 条（基本使用料の支払義務）の規定

によるほか、次のとおりとします。 

基本使用料の適用 

(１) 基本使用

料の料金種別

の選択 

ア～イ （略） 

ウ アに規定するほか、基本使用料には、次の料金種別が

あります。 

ただし、ＵＱ契約者は、料金契約の申込みに際して、

この料金種別を選択することはできません。 

(ア) 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

(略) 

(イ) ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題（２年自動更新あり） 

ギガ放題（２年自動更新なし） 

ギガ放題（期間条件なし） 

ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割 

ギガ放題（２年自動更新なし）ハート割 

ギガ放題（期間条件なし）ハート割 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新あり） 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新なし） 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（期間条件なし） 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新あり）ハー

ト割 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新なし）ハー

ト割 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（期間条件なし）ハート割 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新あり） 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新なし） 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（期間条件なし） 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新あり）ハー

ト割 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新なし）ハー
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ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハート割 

エ～オ （略） 

(略) (略) 

(４) ２年自動

更新ありプラ

ンの取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)は、その適用を開始した

日を含む料金月の翌料金月（基本使用料の料金種別の変

更により適用を開始したときはその適用を開始した日

を含む料金月、イの規定により更新されたものであると

きはその更新月とします｡)から起算して 24 料金月が経

ト割 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（期間条件なし）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新

あり） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新

なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新

あり）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新

なし）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（期間条件なし）

ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハート割 

エ～オ （略） 

(略) (略) 

(４) ２年自動

更新ありプラ

ンの取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)は、その適用を開始した

日を含む料金月の翌料金月（基本使用料の料金種別の変

更により適用を開始したときはその適用を開始した日

を含む料金月、イの規定により更新されたものであると

きはその更新月とします｡)から起算して 24 料金月が経
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過することとなる料金月（以下この欄において「満了月」

といいます｡)の末日をもって適用期間が満了します。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

新あり）、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新あり）、ギガ放題プラス（２年自動更新あり）、

ギガ放題（２年自動更新あり） 

 

 

 

イ （略） 

ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約

について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の

変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払

っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件

のいずれかに該当しているときは、この限りでありませ

ん。 

 (ア) (略) 

 (イ) 適用除外要件 

① 満了月、更新月又は更新月の翌料金月に料金契

約の解除があったとき。 

② 更新月又はその翌料金月若しくは翌々料金月に

基本使用料の料金種別の変更があったとき。 

③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている基本使用料の料金種別の変更が

あったとき。 

④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

過することとなる料金月（以下この欄において「満了月」

といいます｡)の末日をもって適用期間が満了します。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

新あり）、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新あり）、ギガ放題プラス（２年自動更新あり）、

ギガ放題（２年自動更新あり）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラ

スＴ（２年自動更新あり）、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ

（２年自動更新あり）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ

放題Ｔ（２年自動更新あり） 

イ （略） 

ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約

について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の

変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払

っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件

のいずれかに該当しているときは、この限りでありませ

ん。 

 (ア) (略) 

 (イ) 適用除外要件 

① 満了月、更新月又は更新月の翌料金月に料金契

約の解除があったとき。 

② 更新月又はその翌料金月若しくは翌々料金月に

基本使用料の料金種別の変更があったとき。 

③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている基本使用料の料金種別の変更が

あったとき。 

④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

⑤ 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この

欄において「対象プラン」といいます｡）からの変

更により本プランが適用された場合であって、次

のいずれかを満たすこと。 

ａ 対象プランの満了月（アの規定にかかわらず、

それぞれの料金種別について、第１（基本使用

料）１（適用）(７)又は(８)に定めるものをい
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エ （略） 

(５) ２年自動

更新なしプラ

ンの取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)には最低利用期間があり

ます。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

新なし）、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新なし）、ギガ放題プラス（２年自動更新なし）、

ギガ放題（２年自動更新なし） 

 

 

 

イ （略） 

ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約

について、最低利用期間内に料金契約の解除又は基本使

用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプ

ラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定

める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、こ

の限りでありません。 

 (ア) (略) 

 (イ) 適用除外要件 

います。以下この⑤において同じとします｡)の

翌料金月に料金契約の解除があったとき。 

ｂ 対象プランの満了月の翌々料金月に基本使用

料の料金種別の変更があったとき。 

基本使用料の料金種別 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（２年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）、

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）、ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス ギガ放題（３年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

(４年)、ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割、ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラス（２年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス ギガ放題（２年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス（３年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギ

ガ放題（３年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４

年）ハート割 

エ （略） 

(５) ２年自動

更新なしプラ

ンの取扱い 

ア ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄

において「本プラン」といいます｡)には最低利用期間が

あります。 

基本使用料の料金種別 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

新なし）、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新なし）、ギガ放題プラス（２年自動更新なし）、

ギガ放題（２年自動更新なし）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラ

スＴ（２年自動更新なし）、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ

（２年自動更新なし）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ

放題Ｔ（２年自動更新なし） 

イ （略） 

ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約

について、最低利用期間内に料金契約の解除又は基本使

用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプ

ラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定

める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、こ

の限りでありません。 

 (ア) (略) 

 (イ) 適用除外要件 
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① 満了月に料金契約の解除があったとき。 

② 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている基本使用料の料金種別の変更が

あったとき。 

③ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ （略） 

(６) ギガ放題

ハート割の取

扱い 

ア (ア)に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)の適用を受けることがで

きる者は、(イ)の適用条件のいずれかに該当するＵＱ契

約者とします。 

 (ア)  基本使用料の料金種別 

① 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更

① 満了月に料金契約の解除があったとき。 

② 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている基本使用料の料金種別の変更が

あったとき。 

③ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

④ 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この

欄において「対象プラン」といいます｡）からの変

更により本プランが適用された場合であって、次

のいずれかを満たすこと。 

ａ 対象プランの満了月（アの規定にかかわらず、

それぞれの料金種別について、第１（基本使用

料）１（適用）(７)又は(８)に定めるものをい

います。以下この④において同じとします｡)の

翌料金月に料金契約の解除があったとき。 

ｂ 対象プランの満了月の翌々料金月に基本使用

料の料金種別の変更があったとき。 

基本使用料の料金種別 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（２年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）、

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）、ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス ギガ放題（３年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

(４年)、ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割、ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラス（２年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス ギガ放題（２年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス（３年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギ

ガ放題（３年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４

年）ハート割 

エ （略） 

(６) ギガ放題

ハート割の取

扱い 

ア (ア)に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)の適用を受けることがで

きる者は、(イ)の適用条件のいずれかに該当するＵＱ契

約者とします。 

 (ア)  基本使用料の料金種別 

① 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

ギガ放題プラスモバイルルータープラン（２年自動更
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新あり）ハート割、ギガ放題プラスモバイルルータープ

ラン（２年自動更新なし）ハート割、ギガ放題プラスモ

バイルルータープラン（期間条件なし）ハート割、ギガ

放題プラスホームルータープラン（２年自動更新あり）

ハート割、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新なし）ハート割、ギガ放題プラスホームルータ

ープラン（期間条件なし）ハート割、ギガ放題プラス Ｎ

ｅｔｆｌｉｘパックハート割、ギガ放題プラス（２年自

動更新あり）ハート割、ギガ放題プラス（２年自動更新

なし）ハート割、ギガ放題プラス（期間条件なし）ハー

ト割、ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割、ギガ放

題（２年自動更新なし）ハート割、ギガ放題（期間条件

なし）ハート割 

② 第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

ギガ放題プラスＳハート割、ギガ放題プラスＳ Ｎｅｔ

ｆｌｉｘパックハート割 

 

 

 (イ) （略） 

イ～キ （略） 

(７) ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラ

ス等の取扱い 

ア （略） 

イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、

その満了月の翌料金月（以下この欄において「更新月」

といいます｡)の初日に同一の基本使用料の料金種別で

更新して適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新あり）ハート割、ギガ放題プラスモバイルルータープ

ラン（２年自動更新なし）ハート割、ギガ放題プラスモ

バイルルータープラン（期間条件なし）ハート割、ギガ

放題プラスホームルータープラン（２年自動更新あり）

ハート割、ギガ放題プラスホームルータープラン（２年

自動更新なし）ハート割、ギガ放題プラスホームルータ

ープラン（期間条件なし）ハート割、ギガ放題プラス Ｎ

ｅｔｆｌｉｘパックハート割、ギガ放題プラス（２年自

動更新あり）ハート割、ギガ放題プラス（２年自動更新

なし）ハート割、ギガ放題プラス（期間条件なし）ハー

ト割 

② 第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

ギガ放題プラスＳハート割、ギガ放題プラスＳ Ｎｅｔ

ｆｌｉｘパックハート割 

③ ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割、ギガ放題（２

年自動更新なし）ハート割、ギガ放題（期間条件なし）

ハート割 

 (イ) （略） 

イ～キ （略） 

(７) ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラ

ス等の取扱い 

ア （略） 

イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、

その満了月の翌料金月（以下この欄において「更新月」

といいます｡)の初日に、満了月の月末日に適用を受けて

いる料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料

金種別に変更します。 

変更前 変更後 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラ

ス、ＵＱ Ｆｌａｔツープ

ラス（２年）、ＵＱ Ｆｌａ

ｔツープラス（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（２年自動更新あり） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

(４年) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｆ（２年自動更新あり） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（２年）、ＵＱ Ｆ

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（２年自動更新

あり） 
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ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約

について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の

変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払

っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件

のいずれかに該当しているときは、この限りでありませ

ん。 

 (ア) （略） 

 (イ) 適用除外要件 

① 満了月の末日又は更新月に料金契約の解除があ

ったとき。 

② 更新月又はその翌料金月に基本使用料の料金種

別の変更があったとき。 

③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている基本使用料の料金種別の変更が

あったとき。 

④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

エ （略） 

(８) ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラ

スハート割等

の取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)の適用を受けることがで

きる者は、(６)のアの適用条件のいずれかに該当するＵ

Ｑ契約者とします。 

基本使用料の料金種別 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツ

ープラス（２年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（３年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス (４年)ハ

ート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）ハ

ート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハ

ート割 

 

 

 

 

 

ｌａｔツープラス ギガ放

題（３年） 

ウ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約

について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の

変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払

っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件

のいずれかに該当しているときは、この限りでありませ

ん。 

 (ア) （略） 

 (イ) 適用除外要件 

① 満了月の末日に料金契約の解除があったとき。 

 

② 更新月に基本使用料の料金種別の変更があった

とき。 

③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている基本使用料の料金種別の変更が

あったとき。 

④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

エ （略） 

(８) ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラ

スハート割等

の取扱い 

ア 次表に定める基本使用料の料金種別（以下この欄にお

いて「本プラン」といいます｡)の適用を受けることがで

きる者は、(６)のアの適用条件のいずれかに該当するＵ

Ｑ契約者とします。 

基本使用料の料金種別 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新あり）ハー

ト割、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新なし）

ハート割、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（期間条件なし）

ハート割、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新

あり）ハート割、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自

動更新なし）ハート割、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（期

間条件なし）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ

放題Ｔ（２年自動更新あり）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ

ツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動更新なし）ハート割、

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（期間条件なし）

ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割、ＵＱ Ｆ
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イ～ウ （略） 

エ 本プランは、その適用を開始した日を含む料金月の翌

料金月（基本使用料の料金種別の変更により適用を開始

したときはその適用を開始した日を含む料金月、オの規

定により更新されたものであるときはその更新月とし

ます｡)から起算して次表に定める適用月数が経過する

こととなる料金月（以下この欄において「満了月」とい

います｡)の末日をもって適用期間が満了します。 

 （略） 

 

 

オ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、

その満了月の翌料金月（以下この欄において「更新月」

といいます｡)の初日に同一の料金種別で更新して適用

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ ＵＱ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約

について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の

ｌａｔツープラス（２年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツ

ープラス（３年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

(４年)ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題

（２年）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題

（３年）ハート割 

イ～ウ （略） 

エ 対象プラン（下表の左欄に定める基本使用料の料金種

別をいいます。以下この欄のエからキについて同じとし

ます｡)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金

月（基本使用料の料金種別の変更により適用を開始した

ときはその適用を開始した日を含む料金月、オの規定に

より更新されたものであるときはその更新月としま

す｡)から起算して次表に定める適用月数が経過するこ

ととなる料金月（以下この欄において「満了月」といい

ます｡)の末日をもって適用期間が満了します。 

 （略） 

オ 当社は、対象プランについて、満了月が経過した場合

は、その満了月の翌料金月（以下この欄において「更新

月」といいます｡)の初日に、満了月の月末日に適用を受

けている料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定め

る料金種別に変更します。 

変更前 変更後 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ

ツープラス（２年）ハート

割、ＵＱ Ｆｌａｔツープ

ラス（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（２年自動更新あり）ハ

ート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

(４年)ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｆ（２年自動更新あり）ハ

ート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（２年）ハート割、

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（２年自動更新

あり）ハート割 

カ ＵＱ契約者は、対象プランの適用を受けている料金契

約について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別
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変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払

っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件

のいずれかに該当しているときは、この限りでありませ

ん。 

 (ア) （略） 

 (イ) 適用除外要件 

① 満了月の末日又は更新月に料金契約の解除があ

ったとき。 

② 更新月又はその翌料金月に基本使用料の料金種

別の変更があったとき。 

③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている料金種別の変更があったとき。 

④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

 

 

 

 

 

 

キ 本プランの適用を受けているＵＱ契約者は、次の定め

に従っていただきます。 

 （略） 

ク 当社は、本プランの適用を受けている料金契約につい

て、そのＵＱ契約者から申出があった場合のほか、次の

いずれかに該当したときは、その基本使用料の料金種別

を変更します。 

 （略） 

ケ クの場合おいて、ＵＱ契約者は、当社が定める期日ま

でに変更後の基本使用料の料金種別を指定していただ

きます。この場合において、当社は、その期日までに基

本使用料の料金種別が指定されなかったときは、変更前

の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金

種別への変更の申出があったものとみなして取り扱い

ます。 

変更前 変更後 

の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支

払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要

件のいずれかに該当しているときは、この限りでありま

せん。 

 (ア) （略） 

 (イ) 適用除外要件 

① 満了月の末日に料金契約の解除があったとき。 

 

② 更新月に基本使用料の料金種別の変更があった

とき。 

③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さない

こととされている料金種別の変更があったとき。 

④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ

ったとき。 

キ 基本使用料の料金種別の変更により対象プランの適

用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に

適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変

更後の料金種別に係る最初の適用期間は、エの定めにか

かわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了

月の末日をもって満了します。 

ク 本プランの適用を受けているＵＱ契約者は、次の定め

に従っていただきます。 

 （略） 

ケ 当社は、本プランの適用を受けている料金契約につい

て、そのＵＱ契約者から申出があった場合のほか、次の

いずれかに該当したときは、その基本使用料の料金種別

を変更します。 

 （略） 

コ ケの場合おいて、ＵＱ契約者は、当社が定める期日ま

でに変更後の基本使用料の料金種別を指定していただ

きます。この場合において、当社は、その期日までに基

本使用料の料金種別が指定されなかったときは、変更前

の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金

種別への変更の申出があったものとみなして取り扱い

ます。 

変更前 変更後 
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ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

(2 年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（４年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（４年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（３年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用

を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適

用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更

後の料金種別に係る最初の適用期間は、エの定めにかか

わらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月

の末日をもって満了します。 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（２年自動更新あり）ハ

ート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（２年自動更新あり） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（２年自動更新なし）ハ

ート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（２年自動更新なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（期間条件なし）ハート

割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（期間条件なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（２年自動更新

あり）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（２年自動更新

あり） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（２年自動更新

なし）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（２年自動更新

なし） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（期間条件な

し）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題Ｔ（期間条件な

し） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

(2 年) ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（３年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（４年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（４年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（２年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（２年） 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（３年）ハート割 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 

ギガ放題（３年） 

サ 下表の左欄の基本使用料の料金種別に関する適用期

間又は最低利用期間その他の取扱いについては、それぞ

れ同表の右欄に定める提供条件を準用するものとしま

す。 

区分 準用する提供

条件 
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（略） （略） 

(11) ａｕスマ

ートバリュー

ｍｉｎｅの取

扱い 

ア 当社は、ＵＱ契約者がＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２

年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）、ＵＱ Ｆｌａｔ

ツープラス（２年）ハート割又はＵＱ Ｆｌａｔツープ

ラス（４年）ハート割の適用を受ける契約者回線を指定

して提携事業者へａｕスマートバリューｍｉｎｅ（提携

事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引

であって、当社所定のものをいいます。以下同じとしま

す｡）の適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、

その承諾日の翌日（その承諾日においてａｕスマートバ

リューｍｉｎｅの承諾要件となる提携事業者又は当社

の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合で

あって、ＵＱ契約者がその要件を満たすための契約変更

の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したも

のであるときは、その要件を満たした日とします｡)以

降、その契約者回線について、ハイスピードモードによ

る通信に係る情報量を、第 38 条の２（通信利用の制限）

第２項に定める累計課金対象データ量の集計から除外

します。 

ただし、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）又はＵＱ 

Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割の適用を受けてい

る契約者回線については、平成 27 年２月 19 日以前の

申込みによりその料金種別の適用が開始されたもので

あって、その契約者回線に係るａｕスマートバリュー

ｍｉｎｅの適用を受けている提携事業者の電気通信サ

ービスにおいて、提携事業者のａｕ（ＬＴＥ）通信サー

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動

更新あり）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツ

ープラスＦ（２年自動更新あり）ハー

ト割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ

放題Ｔ（２年自動更新あり）ハート割 

(４)に定める

提供条件 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動

更新なし）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツ

ープラスＦ（２年自動更新なし）ハー

ト割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ

放題Ｔ（２年自動更新なし）ハート割 

(５)に定める

提供条件 

 

（略） （略） 

(11) ａｕスマ

ートバリュー

ｍｉｎｅの取

扱い 

ア 当社は、次表の右欄に定める基本使用料の料金種別の

適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へａｕ

スマートバリューｍｉｎｅ（提携事業者が提供する電気

通信サービスに係る料金の割引であって、当社所定のも

のをいいます。以下同じとします｡）の適用の申込みを

し、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日（その

承諾日においてａｕスマートバリューｍｉｎｅの承諾

要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの

提供を受けていなかった場合であって、ＵＱ契約者がそ

の要件を満たすための契約変更の手続きを行ったこと

により提携事業者が承諾したものであるときは、その要

件を満たした日とします｡)以降、その契約者回線につい

て、ハイスピードモードによる通信に係る情報量を、第

38 条の２（通信利用の制限）第２項に定める累計課金

対象データ量の集計から除外します。 

区分 基本使用料の料金種別 

区分１ ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新

あり）、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自

動更新なし）、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ

（期間条件なし）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｆ（２年自動更新あり）ハート割、ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラスＦ（２年自動更新なし）ハー

ト割、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（期間条件

なし）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス
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ビス契約約款に定める特定データ通信定額制又は特定

データ通信定額制（Ｖ）が適用されているものに限りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 当社は、アに定めるａｕスマートバリューｍｉｎｅの

適用が廃止された場合は、翌料金月以降、その契約者回

線に係るアの措置を取りやめるものとします。 

（略） （略） 

(14) おトク割

の適用 

ア おトク割（以下この欄において「本割引」といいます｡)

とは、当社が指定する無線機器（以下この欄において「対

象機器」といいます｡)の購入と同時に(ア)に定める基本

使用料の料金種別（以下この欄及び(15)において「対象

種別」といいます｡)を選択して締結された料金契約につ

いて、それぞれ同表に定める割引期間において、その基

本使用料から(イ)に定める額を上限として基本使用料

（４年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）

ハート割 

区分２ ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新

あり）、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自

動更新なし）、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ

（期間条件なし）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

Ｔ（２年自動更新あり）ハート割、ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラスＴ（２年自動更新なし）ハー

ト割、ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（期間条件

なし）ハート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス

（２年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）

ハート割 

イ 区分２の基本使用料の料金種別の適用を受ける契約

者回線については、次の全てを満たすものに限り、アに

定める取扱いを適用します。 

 (ア) 平成 27 年２月 19 日以前の申込みにより、ＵＱ 

Ｆｌａｔツープラス（２年）又はＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス（２年）ハート割の適用が開始されたものであ

って、区分２以外の料金種別への変更を行っていない

こと。 

 (イ) その契約者回線に係るａｕスマートバリューｍ

ｉｎｅの適用を受けている提携事業者の電気通信サ

ービスにおいて、提携事業者のａｕ（ＬＴＥ）通信サ

ービス契約約款に定める特定データ通信定額制又は

特定データ通信定額制（Ｖ）が適用されていること。 

ウ 当社は、アに定めるａｕスマートバリューｍｉｎｅの

適用が廃止された場合は、翌料金月以降、その契約者回

線に係るアの措置を取りやめるものとします。 

（略） （略） 

(14) 削除 削除 
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の割引を行うことをいいます。 

 (ア)  割引期間 

基本使用料の料金種別 割引期間 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス、ＵＱ Ｆｌ

ａｔツープラス（２年）、ＵＱ Ｆｌａ

ｔツープラスハート割、ＵＱ Ｆｌａｔ

ツープラス（２年）ハート割、ＵＱ Ｆ

ｌａｔツープラス ギガ放題（２年）又

はＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題

（２年）ハート割（以下、この欄におい

てこれらを総称して「対象種別Ａ」と

いいます｡) 

提供開始日を

含む料金月か

ら起算して25

料金月間 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）、Ｕ

Ｑ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハート

割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放

題（３年）又はＵＱ Ｆｌａｔツープラ

ス ギガ放題（３年）ハート割（以下、

この欄においてこれらを総称して「対

象種別Ｂ」といいます｡) 

提供開始日を

含む料金月か

ら起算して37

料金月間 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）又は

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）ハー

ト割（以下、この欄においてこれらを

総称して「対象種別Ｃ」といいます｡) 

提供開始日を

含む料金月か

ら起算して49

料金月間 

 (イ) 割引額 

１料金契約ごとに 

区分 

 

料金額 

税抜額(税込額) 

割引額 500 円(550 円) 

イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要

する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合

は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日

割りします。 

ウ 削除。 

エ 本割引の適用を受けている料金契約について、対象種

別Ａ、対象種別Ｂ又は対象種別Ｃの間の料金種別の変更

があった場合は、アの規定にかかわらず、下表に定める
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割引期間において本割引を適用します。 

区分 割引期間 

対象種別Ａへ変

更した場合 

対象種別Ａの適用を開始した日を

含む料金月から起算して 24 料金月

間 

対象種別Ｂへ変

更した場合 

対象種別Ｂの適用を開始した日を

含む料金月から起算して 36 料金月

間 

対象種別Ｃへ変

更した場合 

対象種別Ｃの適用を開始した日を

含む料金月から起算して 48 料金月

間 

オ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の

解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場

合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引

の適用を終了します。 

区分 割引終了月 

料金契約の解除があった

場合 

その解除があった日を含

む料金月 

対象種別以外の料金種別

への変更があった場合 

その変更があった日を含

む料金月の前料金月 
 

(15) 長期利用

割引の適用 

ア 長期利用割引（以下この欄において「本割引」といい

ます｡)とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線に

ついて、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以

降、対象種別の適用を受けている場合に、その基本使用

料から下表に定める額を上限として基本使用料の割引

を行うことをいいます。 

１料金契約ごとに 

区分 

 

料金額 

税抜額(税込額) 

割引額 500 円(550 円) 

イ～エ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 長期利用

割引の適用 

ア 長期利用割引（以下この欄において「本割引」といい

ます｡)とは、当社が提供していた「ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス おトク割」の適用を受けていた契約者回線につ

いて、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、

対象種別の適用を受けている場合に、その基本使用料か

ら下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行

うことをいいます。 

１料金契約ごとに 

区分 

 

料金額 

税抜額(税込額) 

割引額 500 円(550 円) 

イ～エ （略） 
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２ 料金額 

(１) 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

   （略） 

(２)  第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

   （略） 

(３)  ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

ギガ放題（２年自動更新あり） 3,880 円（4,268 円） 

ギガ放題（２年自動更新なし） 最低利用期間内 3,880 円（4,268 円） 

上記以外の期間 4,050 円（4,455 円） 

ギガ放題（期間条件なし） 4,050 円（4,455 円） 

ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割 3,499 円（3,848.9 円） 

ギガ放題（２年自動更新あり）

ハート割 

最低利用期間内 3,499 円（3,848.9 円） 

上記以外の期間 3,669 円（4,035.9 円） 

ギガ放題（期間条件なし）ハート割 3,669 円（4,035.9 円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

(１) 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

   （略） 

(２)  第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

   （略） 

(３)  ＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るもの 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

ギガ放題（２年自動更新あり） 3,880 円（4,268 円） 

ギガ放題（２年自動更新なし） 最低利用期間内 3,880 円（4,268 円） 

上記以外の期間 4,050 円（4,455 円） 

ギガ放題（期間条件なし） 4,050 円（4,455 円） 

ギガ放題（２年自動更新あり）ハート割 3,499 円（3,848.9 円） 

ギガ放題（２年自動更新あり）

ハート割 

最低利用期間内 3,499 円（3,848.9 円） 

上記以外の期間 3,669 円（4,035.9 円） 

ギガ放題（期間条件なし）ハート割 3,669 円（4,035.9 円） 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（２年自動更新あり） 3,696 円(4,065.6 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ

（２年自動更新なし） 

最低利用期間内 3,696 円(4,065.6 円) 

上記以外の期間 3,866 円(4,252.6 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ（期間条件なし） 3,866 円(4,252.6 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新あり） 3,696 円(4,065.6 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ

（２年自動更新なし） 

最低利用期間内 3,696 円(4,065.6 円) 

上記以外の期間 3,866 円(4,252.6 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（期間条件なし） 3,866 円(4,252.6 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ(２年自動更新あり)

ハート割 

3,315 円(3,646.5 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ

(２年自動更新なし)ハート割 

最低利用期間内 3,315 円(3,646.5 円) 

上記以外の期間 3,485 円(3,833.5 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＴ(期間条件なし)ハー

ト割 

3,485 円(3,833.5 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（２年自動更新あり）

ハート割 

3,315 円(3,646.5 円) 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ

（２年自動更新なし）ハート割 

最低利用期間内 3,315 円(3,646.5 円) 

上記以外の期間 3,485 円(3,833.5 円) 
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ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年） 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年） 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年） 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（期間条件なし） 5,196 円(5,715.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割 3,815 円(4,196.5 円)  

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割 3,815 円(4,196.5 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハート割 3,815 円(4,196.5 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）ハート割 3,815 円(4,196.5 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年） 4,880 円(5,368 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年） 4,880 円(5,368 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件な

し） 

5,880 円(6,468 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）ハート

割 

4,499 円(4,948.9 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハート

割 

4,499 円(4,948.9 円) 

 

 

 

ＵＱ ＦｌａｔツープラスＦ（期間条件なし）ハー

ト割 

3,485 円(3,833.5 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動

更新あり） 

4,380 円(4,818 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギ

ガ放題Ｔ（２年自動更新なし） 

最低利用期間内 4,380 円(4,818 円) 

上記以外の期間 4,500 円(4,950 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（期間条件

なし） 

4,500 円(4,950 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（２年自動

更新あり）ハート割 

3,999 円(4,398.9 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギ

ガ放題Ｔ（２年自動更新なし）

ハート割 

最低利用期間内 3,999 円(4,398.9 円) 

上記以外の期間 4,119 円(4,530.9 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題Ｔ（期間条件

なし）ハート割 

4,119 円(4,530.9 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年） 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年） 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年） 4,196 円(4,615.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（期間条件なし） 5,196 円(5,715.6 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラスハート割 3,815 円(4,196.5 円)  

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（２年）ハート割 3,815 円(4,196.5 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハート割 3,815 円(4,196.5 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）ハート割 3,815 円(4,196.5 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年） 4,880 円(5,368 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年） 4,880 円(5,368 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（期間条件な

し） 

5,880 円(6,468 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（２年）ハート

割 

4,499 円(4,948.9 円) 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハート

割 

4,499 円(4,948.9 円) 
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第６ プラスエリアモードオプション料等 

１ 適用 

プラスエリアモードオプション料又はＬＴＥオプション料の適用につ

いては、第 42 条の３（プラスエリアモードオプション料等の支払義務）

の規定によるほか、次のとおりとします。 

プラスエリアモードオプション料等の適用 

(１) プラスエ

リアモードオ

プション料の

適用除外 

ア ＵＱ契約者は、ａｕスマートバリュー又は自宅セット

割の判定用回線として指定があった契約者回線につい

て、判定用回線としての適用を受けている料金月（ギガ

放題プラスからの基本使用料の料金種別の変更又は契

約移行の申込みと同一の料金月に、その指定があり提携

事業者が承諾した場合は、その料金月を含みます｡）の

プラスエリアモードオプション料の支払いを要しませ

ん。 

イ ＵＱ契約者は、第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスから

第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスへの契約移行があっ

た日を含む料金月において、契約移行前及び契約移行後

の料金契約のそれぞれでプラスエリアモードによる通

信を行った場合、その料金月の第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ

サービスの料金契約に係るプラスエリアモードオプシ

ョン料の支払いを要しません。 

ウ ＵＱ契約者は、契約移行のあった日を含む料金月にお

いてＬＴＥオプション料の支払いを要する場合又は

(２)のアからウに定めるＬＴＥオプション料の支払い

を要しない事由に該当する場合、その料金月のプラスエ

リアモードオプション料の支払いを要しません。 

(２) ＬＴＥオ

プション料の

適用除外 

ア ＵＱ契約者は、料金月の末日（その料金月において料

金契約の解除があった場合は、その日とします｡)におい

て、次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けて

いる場合、その料金月のＬＴＥオプション料の支払いを

要しません。 

基本使用料の料金種別 

ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）、ＵＱ Ｆｌａｔツー

プラス（４年）、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（３年）ハ

ート割、ＵＱ Ｆｌａｔツープラス（４年）ハート割、

第６ プラスエリアモードオプション料 

１ 適用 

プラスエリアモードオプション料の適用については、第 42 条の３（プ

ラスエリアモードオプション料の支払義務）の規定によるほか、次のと

おりとします。 

プラスエリアモードオプション料の適用 

プラスエリアモ

ードオプション

料の適用除外 

ア ＵＱ契約者は、ａｕスマートバリュー又は自宅セット

割の判定用回線として指定があった契約者回線につい

て、判定用回線としての適用を受けている料金月（ギガ

放題プラスからの基本使用料の料金種別の変更又は契

約移行の申込みと同一の料金月に、その指定があり提携

事業者が承諾した場合は、その料金月を含みます｡）の

プラスエリアモードオプション料の支払いを要しませ

ん。 

イ ＵＱ契約者は、第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスから

第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスへの契約移行があっ

た日を含む料金月において、契約移行前及び契約移行後

の料金契約のそれぞれでプラスエリアモードによる通

信を行った場合、その料金月の第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇ

サービスの料金契約に係るプラスエリアモードオプシ

ョン料の支払いを要しません。 

ウ ＵＱ契約者は、契約移行(ＷｉＭＡＸ２＋サービスか

らＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスへの移行に限ります｡)の

あった日を含む料金月については、プラスエリアモード

オプション料の支払いを要しません。 
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ＵＱ Ｆｌａｔツープラス ギガ放題（３年）、ＵＱ Ｆ

ｌａｔツープラス ギガ放題（３年）ハート割 

イ アの場合のほか、ＵＱ契約者は、基本使用料の料金種

別の変更によりアの表に定める基本使用料の料金種別

の適用を開始した場合は、その適用を開始した日を含む

料金月の前料金月のＬＴＥオプション料の支払いを要

しません。 

ウ ＵＱ契約者は、提携事業者からａｕスマートバリュー

ｍｉｎｅの適用に係る承諾を受けた日（その承諾日にお

いてａｕスマートバリューｍｉｎｅの承諾要件となる

提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受け

ていなかった場合であって、ＵＱ契約者がその要件を満

たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携

事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たし

た日とします｡)を含む料金月からその適用が廃止され

た日を含む料金月までの間、その申込みに際して指定し

た契約者回線に係るＬＴＥオプション料の支払いを要

しません。 

エ ＵＱ契約者は、契約移行のあった日を含む料金月にお

いて(１)のアに定めるプラスエリアモードオプション

料の支払いを要しない事由に該当する場合、その料金月

のＬＴＥオプション料の支払いを要しません。 

 

２ 料金額 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

プラスエリアモードオプション料 1,000 円（1,100 円） 

ＬＴＥオプション料 1,005 円（1,105.5 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

プラスエリアモードオプション料 1,000 円（1,100 円） 
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附 則（23-UQ 事企第 013号） 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和６年１月１日から実施します。 

ただし、この改正規定中、プラスエリアモードオプション料及びＬＴＥオ

プション料に係る改定規定については、令和５年 12 月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サ

ービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

 


